
令和８年農作業雇用標準賃金 

 
※ この表はあくまでも「標準的な目安となる金額」を示したものです。 

　　　　　実際の作業賃金については、作業内容や難易度、ほ場の条件などにより、当事者間で 

　　　　協議のうえ決定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※　付記　　１．作業時間は、実働８時間 

２．交通費は、雇用主負担 

３．雇用主は労災保険に加入するよう努めること 

４．燃料価格や電気料金の高騰時においては、双方協議決定すること 

（手作業を除く） 

５．上記に記載のないものについては、双方協議決定する

 

作 業 名 水稲賃金（男・女） 畑賃金（男・女） 　　備 　　　　　　　　 考

 

手　作　業

  　 

８，６００円 

 

（1時間賃金1,075円） 

  　 

８，６００円 

 

（1時間賃金1,075円） 

・まき付け、田植、除草、収穫等 

・食事、間食なし 

 

 

トラクター作業 

 

  耕起10a当り 

  深さ15㎝

ロータベーター 

    ５，０００円 

 

デスクロータリー 

    ４，０００円 

 

代かき１時間当り 

    ６，７００円

ロータベーター 

    ６，０００円 

　　　　　 

アッパーロータリー 

　　６，０００円 

　　　　　 

プラウ耕 

デスクロータリー 

    ４，０００円

 

・食事なし 

 

・燃料は機械主負担 

 

・ほ場状況によっては、双方協議 

　決定のこと 

 

・石れき地帯の破損は双方協議決 

　定のこと

 

苗 １ 箱 当 り        ４８０円 ・密苗を除く

 

機械植10a当り     ５，５００円

 

・燃料は機械主負担 

  

コンバイン 

　　　10a当り

 

  １２，０００円 ・燃料は機械主負担 

・わら結束縄は使用主負担 

・次の事項については、双方協議　

決定のこと　　　　　　　　　

①コンバインの移動料　　　　

②倒伏等ほ場の状況

 

小麦・大豆・そば収穫 

（コンバイン） 

10a当り

 

１区画・30a未満の圃場 

    ９，５００円 

１区画・30a以上の圃場 

    ８，５００円

 

 

 

 

牧草収穫・刈取 

 

      10a 当り

   普　通　畑

１区画・30a 未満 

　　　２，８００円 

１区画・30a 以上 

　　　２，３００円

 

・反転集草　　４，３００円 

  （１時間当り） 

・ロール（ラップなし） 

１個　 １，７００円 

・ほ場によっては、双方協議決定 

・移動料       ２，８００円
 

   転　作　畑

１区画・30a 未満 

　　　３，３００円 

１区画・30a 以上 

　　　２，３００円

 ◎  転作田における各作業別賃金は標準的賃金であり、転作ほ場の状況 

  　から上記金額によりがたい場合は、標準賃金を勘案のうえ双方協議決 

　　定して下さい。

 

籾乾燥調整 

     60 ㎏当り

  ２４．０％未満 

  ２４．０％以上

    　 ３，０００円 

    　 ３，２００円

・乾燥、籾摺り、調整、計量 

・乾燥、籾摺り、調整、計量

 畦塗機利用 

１ｍ当り(片面)
         ３０円 ・オペレーター含む

 
ヘリ等防除 

10a 当り

    

 ２，０００円 
 

・オペレーター含む 

・農薬は機械主負担 

・マルチコプター(ドローン)を含む

 
水田防除機 

(自走式)10a 当り
    １，５００円

・オペレーター含む 

・農薬は除く

 

融雪剤散布機 

10a 当り
８００円

・オペレーター含む 

・燃料は機械主負担 

・融雪剤は除く 

・融雪剤の移動等は、双方協議決定

のこと


